
事業種別 藤沢市

○就職支援

●若年者就労支援事業「ユースワークふじさわ」において就労に関するプログラ

ムやセミナー、相談等を実施。

●藤沢公共職業安定所、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町との共催で湘南合同就職面接

会を実施。

●藤沢公共職業安定所と共催で湘南地域障害者ミニ面接会を実施。

●藤沢・戸塚公共職業安定所と共催で障がい者合同面接会を実施。

●就労支援セミナーを実施（就職氷河期世代向け・女性向け・中高年齢者向け・

障がい者向け）

●キャリアカウンセリング

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－8222

○起業創業支援

○助成金

●創業支援等事業計画に基づき、創業セミナー等を実施

●利子補給

●信用保証料補助

●インキュベーション施設での各種入居者支援

●コミュニティビジネス支援事業補助

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－3530

○農林水産業への就労支援

新規就農者育成総合対策（就農後の経営発展及び経営確立を支援）

主管課 農業水産課

連絡先 0466－50－3532（直通）

○後継者育成支援・継業支援

●職人版インターンシップ：若者に技能職体験の場を提供

●学校訪問事業：市内小中学生を対象とした技能職体験の場を提供

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－8222

○その他独自の取組

●市役所内において障がい者就労の場「JOBチャレふじさわ」を運営し、障がい

者の雇用啓発を実施。

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－8222



事業種別 藤沢市

○住宅取得補助

藤沢市勤労者住宅資金利子補助制度：住宅購入又は建築の資金を県内の労働金庫

から借り入れたとき、借入金利子の一部を補助。

※２０２１年１２月までに住宅ローンの初回返済をされた方を最後に新規申請受

付を終了。

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－8222

○住宅リフォーム補助

店舗・事業所等リニューアル補助金：住宅リニューアル工事（工事額２０万円以

上）を市内施工業者により実施した市民に対し，５万円

主管課 産業労働課

連絡先 0466－50－3530



事業種別 藤沢市

独自の育児関係支援（医療費助成等）①

●市内の子育て支援センター・つどいの広場等で地域の子育て世帯への支援・相

談を実施。妊婦対象の広場も実施。

●子育てアプリふじさわ（母子モ）：藤沢市の子育てに関する情報を得ることが

できるアプリ 。

●お出かけイベント情報サイト「いこーよ」でのお出かけ情報の発信。

●ふじさわ子育てガイドの発行

乳幼児健診や予防接種等の子育て支援情報のほかひとり親家庭や障がい児への支

援制度など、妊娠期から小学校入学までのライフステージに合わせた子育て支援

施策を横断的にまとめたガイドブック。

●ブックスタート:1歳６か月児健診後に、絵本の読み聞かせをしたりおすすめの

絵本などを手渡す事業。

主管課
子育て企画課

ブックスタート事業については総合市民図書館・子育て企画課・健康づくり課

連絡先
子育て企画課（0466－50－3562）

総合市民図書館(0466－43－1111)

独自の育児関係支援（医療費助成等）②

●子どもたちが自由にのびのびと遊べる場所として「地域子どもの家」を市内

18箇所に設置

主管課 青少年課

連絡先 0466－50－8251

独自の育児関係支援（医療費助成等）③

●妊婦健診費用助成：公費負担14回のうち、１回目10,000円，２～14回目

5,000円を助成。

●産婦健診費用助成：公費負担２回（２週間健診、１か月健診）、それぞれ

5,000円を助成。

●多胎の場合は、妊婦健康診査費用助成を５回（5,000円/回）追加で助成。

●新生児聴覚検査費用補助（ABR3,000円、OAE1,500円）

※令和5年4月1日以降に出生し、検査実施日において、市内に住民登録を有する

6か月未満の児が対象。

●産後ケア事業：

産後１年未満の母子を対象に、宿泊型・通所型（６時間・３時間）・訪問型の支

援。（自己負担・回数制限あり）

主管課 健康づくり課

連絡先 0466－50－3522

独自の育児関係支援（医療費助成等）④

●マタニティクラス：初めてお母さんになる方（妊婦）を対象に、南・北保健セ

ンター等で教室を開催

●離乳食等の乳幼児教室を開催。

●ハローベビィ訪問：生後4か月までに保健師・助産師・看護師が家庭訪問。

主管課 健康づくり課

連絡先 0466－50－3522



事業種別 藤沢市

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑤

●特別な理由による再接種費用助成：骨髄移植等の医療行為により、定期予防接

種で獲得した免疫を消失した方が、再度免疫を獲得するために接種する任意予防

接種費用の助成（要件あり）

主管課 健康づくり課

連絡先 0466－50－3522

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑥

●不育症治療費助成：治療に要した保険診療外の医療費の一部を助成（要件あ

り）

主管課 健康づくり課

連絡先 0466－50－3522

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑦

●小児医療費助成：中学校修了まで入院および通院に対する保険診療の自己負担

分を助成（所得制限なし。令和６年４月から対象年齢を１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までに拡大予定。）

●ひとり親家庭等医療費助成：ひとり親家庭の親または養育者と子の入院および

通院に対する保険診療の自己負担分を助成

（所得制限有。一部を除き子が１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

で。）

主管課 子育て給付課

連絡先 0466－50－3580


